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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】相手コネクタと電気接続することを確保できる
ＵＳＢコネクタを提供する。
【解決手段】本電気コネクタ１００は、弾力片が設けら
れる相手コネクタと電気接続する。前記電気コネクタは
、絶縁性本体と、該絶縁性本体に固着される複数の導電
端子とを備える。絶縁性本体は、主体部と、該主体部か
ら突出する舌板１２とを含む。第１ハウジング７は、前
記絶縁性本体を遮蔽し、前記相手コネクタに対応する相
手孔７９が形成される。前記第１ハウジングの相手孔に
は、相手コネクタの弾力片を固着する係合孔７４が設け
られる。前記係合孔には前記相手コネクタの弾力片と係
合する突出部７６が設けられる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　弾力片が設けられる相手コネクタと電気接続する電気コネクタにおいて、
　主体部と、前記主体部から突出する舌板とを含む絶縁性本体と、
　前記絶縁性本体に固着される複数の導電端子と、
　前記絶縁性本体を遮蔽し、前記相手コネクタに対応する相手孔が形成されるハウジング
と、を備え、
　前記ハウジングには、相手コネクタの弾力片を固着するための、前記相手孔と連通する
係合孔が設けられ、前記係合孔内には前記相手コネクタの弾力片と係合する突出部が設け
られることを特徴とする電気コネクタ。
【請求項２】
　前記ハウジングは、前記舌板に当接する頂壁と、前記頂壁に対応する底壁と、前記頂壁
と底壁とを連接する一対の側壁とを備えることを特徴とする請求項１に記載の電気コネク
タ。
【請求項３】
　前記係合孔が前記ハウジングの側壁に形成され、前記係合孔の突出部とハウジングの側
壁とは一体となるようにパンチされることを特徴とする請求項２に記載の電気コネクタ。
【請求項４】
　前記係合孔が前記ハウジングの底壁に形成され、前記突出部とハウジングの底壁とは一
体となるようにパンチされることを特徴とする請求項２に記載の電気コネクタ。
【請求項５】
　前記電気コネクタが光部材を含み、前記ハウジングには下向きに延在して前記光部材に
当接する第１凸状部片が設けられ、前記舌板には上向きに延在して前記光部材に当接する
第２凸状部片が設けられることを特徴とする請求項１に記載の電気コネクタ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、電気コネクタに関し、特に、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　
Ｂｕｓ）規格に準拠した電気コネクタに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術のＵＳＢコネクタは、絶縁性本体と、絶縁性本体に固着される複数の導電端子
と、導電端子と電気接続するケーブルと、絶縁性本体に被覆するシェルとを備える。絶縁
性本体は、主体部と、主体部から前向きに突出する舌板とを有する。シェルには、相手コ
ネクタの弾力片と係合する係合孔が形成される。これにより、シェルは、弾力片と係合孔
との係合によって、相手コネクタに取り付けられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】台湾実用新案第３１８６１４号明細書
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記ＵＳＢコネクタが何度も使用されると、シェルの弾力片が弾力的に変形し易くなる
。これにより、前記ＵＳＢコネクタが相手コネクタから離れることを発生し易くなる。
【０００５】
　そこで本考案は、上述される従来技術の問題に鑑み、相手コネクタと電気接続すること
を確保できるＵＳＢコネクタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　前記目的を達成するために、本考案の電気コネクタは、弾力片が設けられる相手コネク
タと電気接続する。前記電気コネクタは、絶縁性本体と、前記絶縁性本体に固着される複
数の導電端子とを備える。絶縁性本体は、主体部と、前記主体部から突出する舌板とを含
む。前記ハウジングは、前記絶縁性本体を遮蔽し、前記相手コネクタに対応する相手孔が
形成される。前記ハウジングの相手孔には、相手コネクタの弾力片を固着する係合孔が設
けられる。前記係合孔には前記相手コネクタの弾力片と係合する突出部が設けられる。
【考案の効果】
【０００７】
　従来技術と比べると、本考案は以下の長所を有する。本考案の相手コネクタの弾力片が
前記ハウジングの係合孔に嵌め込まれる場合、前記ハウジングの突出部が前記弾力片と更
に係合する。これにより、電気コネクタが、相手コネクタから離れることを防止できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本考案の電気コネクタの組立斜視図である。
【図２】図１に示す電気コネクタの分解斜視図である。
【図３】図１に示す電気コネクタの別の分解斜視図である。
【図４】図２に示す電気コネクタの部分の組立斜視図である。
【図５】図１に示す電気コネクタの線Ａ―Ａに沿った断面図である。
【図６】本考案の電気コネクタが回路基板に取り付けられる組立斜視図である。
【図７】本考案の電気コネクタと電気接続する相手コネクタの分解斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【０００９】
　図１～図５を参照すると、電気コネクタ１００は、ＵＳＢコネクタである。電気コネク
タ１００は、絶縁性本体１と、絶縁性本体１に挿入される複数の導電端子２と、絶縁性本
体１に配置される光部材３と、絶縁性本体１と光部材３との間に取り付けられるバネ体４
と、絶縁性本体１に固着されるベース５と、ベース５に実装される固定部材６と、絶縁性
本体１を遮蔽する第１ハウジング７と第２ハウジング８とを備える。
【００１０】
　図１～図５に示すように、絶縁性本体１は、主体部１１と、主体部１１から前向きに突
出する舌板１２とを備える。主体部１１の上方の後部には、複数の固定溝１１２が形成さ
れる。主体部１１の上方には、前部に形成される収納溝１２１と、前記収納溝１２１の後
方に位置する保持溝１２２が形成される。収納溝１２１の前端にはＶ字状の阻止部１２４
が設けられる。阻止部１２４の両側には前記光部材３の基部３０を当接するための一対の
突出部１２６が設けられる。収納溝１２１には、一対の前後に延在するスライダー１２３
が設けられる。収納溝１２１には、下向きに凹まれる凹溝１２９が形成される。保持溝１
２２には、前向きに延在する固定柱１２２１が設けられる。固定柱１２２１と凹溝１２９
とは、一直線に配置される。主体部１１の下表面には、前記ベース５を収納するための収
納部１１３が設けられる。前記舌板１２の下方には複数の第１端子溝１２７と複数の第２
端子溝１２８とが形成される。
【００１１】
　導電端子２は、ＵＳＢ３．０の規格に準拠する。複数の導電端子２は、四つの第１端子
２１と五つの第２端子２２とを備える。第１端子２１は、平板状の第１接触部２１１と、
第１固持部２１２と、第１尾部２１３とを有する。第２端子２２は、アーク状の第２接触
部２２１と、第２固持部２２２と、第２尾部２２３とを有する。
【００１２】
　光部材３は、基部３０と、前記基部３０に装着されるファイバー３５とを備える。基部
３０の下方には、スロット３１が形成される。前記絶縁性本体１のスライダー１２３がス
ロット３１に移動できる。前記基部３０の前端には、前記阻止部１２４に対応する嵌入溝
３２が形成される。前記嵌入溝３２の両側には一対のレンズ３３が設けられる。レンズ３
３の両側には、相手コネクタの相手部（図示せず）に対応する固定孔３４が形成される。
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【００１３】
　第１ハウジング７は金属材料によって製造される。第１ハウジング７は、天板７１と、
天板７１と対向する底板７３と、頂板７１と底板７３とを連接する側板７２と、天板７１
と底板７３と側板７２によって形成される相手孔７９とを備える。天板７１の前端には、
相手孔７９に向かって突出する凸状部片７５が設けられる。天板７１の後端には一対の係
合溝７８が形成される。各側壁７２には、突出部７６を含む係合孔７４が形成される。前
記突出部７６と側壁７２とは一体にパンチされる。
【００１４】
　図４及び図５に示すように、電気コネクタ１００を取り付ける場合、第１端子２１の第
１接触部２１１は、第１端子溝１２７に挿入される。第２端子２２の第２接触部２２１は
、第２端子溝１２８に挿入される。第１端子２１の第１固持部２１２は、主体部１１に挿
入される。第２端子２２の第２固持部２２２が、ベース５に挿入される。被覆部材６がベ
ース５に被覆する。他の実施形態には、第２端子２２は、先ずベース５にインサートモー
ルド或いは別の方法で成型される。第２端子２２の第２固持部２２２は、ベース５に固着
される。被覆部材６がベース５に被覆される。次にベース５が絶縁性本体１に装着される
。
【００１５】
　ファイバー３５が基部３０に挿入されて、レンズ３３に対応する。ファイバー３５は絶
縁性本体１の固定溝１１２に収納される。図４及び図５に示すように、バネ体４の両端は
、それぞれ前記光部材３の凸柱３６と前記絶縁性本体１の固定柱１２２１に装着される。
最後、第１ハウジング７と第２ハウジング８とは、絶縁性本体１に装着される。
【００１６】
　図６及び図７に示すように、相手コネクタ９００は、相手絶縁性本体９０１と、相手絶
縁性本体９０１に挿入される複数の第２導電端子９０２と、相手絶縁性本体９０１に装着
されるケーブル保持部材９０３と、相手絶縁性本体９０１に遮蔽する相手ハウジング９０
５とを備える。ケーブル保持部材９０３には電気コネクタ１００に向かって突出する一対
の相手柱９０３１が設けられる。相手ハウジング９０５には、複数の相手弾力片９０５１
が設けられる。
【００１７】
　図５～図７に示すように、電気コネクタ１００が相手コネクタ９００と電気接続する場
合、前記光部材３は前記バネ体４によって前後にスライドできる。光部材３が後向きに移
動する時、基部３０がバネ体４の前端を押圧する。バネ体４の後端が固定柱１２２１に固
着することによって、バネ体４の前端は、凹溝１２９において上下に揺動する。即ち、基
部３０が後向きに移動するとともに上下に揺動する。これにより、相手コネクタ９００の
相手柱９０３１が電気コネクタ１００の定位孔３４に係合しない時、バネ体４によって、
基部３０は適切な位置を探して適切な位置において前記相手柱９０１と電気接続する。
【００１８】
　相手コネクタ９００を電気コネクタ１００から抜き出す時、基部３０は、バネ体４０に
よって前向きに回復する。阻止部１２４が嵌入溝３２に嵌入される。阻止部１２４が光部
材３の前に位置することによって、光部材３が収納溝１２１から離れることを防止できる
。阻止部１２４が嵌入溝３２に係合することによって、光部材３が左右の運動を防止でき
る。
【００１９】
　電気コネクタ１００が相手コネクタ９００と電気接続している過程で、第１ハウジング
７の凸状部片７５が、基部３０の前端の上方に当接する。舌板１２の突出部１２６が、基
部３０の前端の下方に当接する。相手弾力片９０５１は、前記突出部７６と係合して、前
記係合孔７４に固着される。これにより、電気コネクタ１００が、相手コネクタ９００か
ら離れることを防止できる。前記突出部７６と相手弾力片９０５１と、それぞれハウジン
グ７と相手ハウジング９０５の他の部分に、例えば底板７３に一体に設けられるにしても
よい。
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【００２０】
　以上、本考案について好ましい実施形態を参照して詳細に説明したが、実施形態はあく
までも例示的なものであり、これらに限定されるものではない。また、本考案に基づき成
し得る細部の修正或いは変更などは、いずれも本考案の技術的範囲に属するものである。
【符号の説明】
【００２１】
　１００　電気コネクタ
　１　第１絶縁性本体
　１１　主体部
　１１２　固定溝
　１１３　収納部
　１２　舌板
　１２１　収納溝
　１２２　保持溝
　１２２１　固定柱
　１２２４　ブロック
　１２３　スライダー
　１２４　阻止部
　１２６　突出部
　１２７　第１端子溝
　１２８　第２端子溝
　１２９　凹溝
　２　導電端子
　２１　第１端子
　２１１　第１接触部
　２１２　第１固持部
　２１３　第１尾部
　２２　第２端子
　２２１　第２接触部
　２２２　第２固持部
　２２３　第２尾部
　３　光部材
　３０　基部
　３１　スロット
　３２　嵌入溝
　３３　レンズ
　３４　固定孔
　３５　ファイバー
　３６　凸柱
　４　バネ体
　５　ベース
　６　被覆部材
　７　第１ハウジング
　７１　天板
　７２　側板
　７３　底板
　７４　係合孔
　７５　凸状部片
　７６　突出部
　７７　係合片
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　７８　係合溝
　７９　相手孔
　８　第２ハウジング
　９００　相手コネクタ
　９０１　相手絶縁性本体
　９０２　相手端子
　９０３　ケーブル保持部材
　９０３１　相手柱
　９０５　相手ハウジング
　９０５１　相手弾力片

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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